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グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業助成金交付要綱 

 

（制定）令和 7 年６月 17 日付７都環公地温第 2275 号 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業実施

要綱（令和 7 年２月 25 日付６産労産事第 1041 号。以下「実施要綱」という。）第５ ３の規定に基

づき、公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）が東京都（以下「都」という。）の補助

を受け事務を執行するグリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業

（以下「本事業」という。）における助成金（以下「本助成金」という。）の交付に関する必要な手続

等を定め、事業の適切かつ確実な執行を図ることを目的とする。 

  

（用語の定義）  

第２条 この要綱における用語の意義は、実施要綱第３に定めるもののほか、次のとおりとする。 

一 カーボンフットプリント 製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフ

サイクル全体を通した温室効果ガス排出量を CO2排出量に換算して表したもの。 

二 ＰＲ 企業が顧客・従業員・株主・取引先などの利害関係にある人に対して、自社を理解し、企業

活動に共感してもらうための手段。 

三 ブランディング 企業がアイデンティティを明確にし、自社のブランドの理想的なイメージを浸透

させるために行う活動。自社や商品・サービスの価値を高めること。 

 

（助成対象事業者） 

第３条 本助成金の交付対象となる事業者（以下「助成対象事業者」という。）は、次の全ての要件を満

たすものとする。 

一 東京都内（以下「都内」という。）において事業所を設置するものであって、次のいずれかに該当

するものであること。 

ア 中堅企業 産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）第２条第 24項に規定する従業員 2,000人

以下で「中小企業・スタートアップ」に該当しない企業であって、大企業が実質的に経営に参画
※していないもの 

イ 中小企業・スタートアップ 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者（株式会社、合

名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業者）であって、大企業が実質的に経営に参画
※していないもの 

※「大企業が実質的に参画」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 

（a）大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資している場合 

（b）大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資している場合 

（c）役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は従業員が兼務している場合 

 二 都の「グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業」において、

カーボンフットプリント算定やＣＯ２排出量削減計画策定等の支援（以下「ハンズオン支援」とい

う。）の対象事業者として採択されていること。 

三 以下の事業を営んでいないこと。 

ア 宗教教育その他宗教活動に該当する事業 

イ 政治活動に該当する事業 

ウ 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業 

エ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業
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務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）により定める風俗営業など） 

オ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商   

法など公的資金の支援先として適切でないと判断される事業 

四 事業又は事業主体について、本助成金を交付することが不適切と判断されるとき。 

五 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）第

２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係

者をいう。以下「暴力団員等」という。）に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認

められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 

六 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。 

七 本事業による助成対象事業について、他の助成金又は補助金を受給していないこと。 

八 過去に税金の滞納がない者、刑事上の処分を受けていない者その他の公的資金の交付先として社会

通念上適切であると認められる者であること。 

 

（助成対象事業）  

第４条 本助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、次の要件を満たすものと

する。 

一 助成対象となる事業は、次のアからエに該当する取組。複数の事業に取り組むことも可能。 

ア グリーン製品の試作開発や試験評価の取組 

イ グリーン製品の事業化に向けた生産・量産の取組 

ウ グリーン製品の販売に向けたＰＲの取組 

エ グリーン製品のブランディングの取組 

二 次のアからオまでの要件をすべて満たすこと。 

ア 助成対象となる事業のうち前項アの取組を必ず実施すること。 

イ ハンズオン支援で策定したＣＯ２排出量削減計画に基づき事業を実施すること。 

ウ 製品開発の前後でカーボンフットプリント算定を実施し、従来品よりもＣＯ２削減効果の高いグ

リーン製品を開発すること。 

エ グリーン製品を助成対象期間内に開発し、最終成果物として試作品または完成製品等を公社に報

告すること。 

オ 事業の実施場所が日本国内であること。 

 

（助成対象経費）  

第５条 本助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、ハンズオン支援を受け行

うグリーン製品の開発・生産、PR等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 

一 グリーン製品の開発・生産・ブランディングに要する経費 

ア 原材料・副資材費 

イ 機械装置・工具器具費 

ウ 委託・外注費 

エ 産業財産権出願・導入費 

オ 不動産賃借料 

二 グリーン製品のＰＲに要する経費 

 ア 展示会等参加費  

 イ ＥＣサイト出店初期登録料 

 ウ 自社 Webサイト制作・改修費 

 エ 販売促進費 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象としない。  
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一 人件費 

二 光熱水費 

三 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費（完了時点で未使用の購入原材料等を含む） 

四 帳票類が不備の経費（見積書、契約書（注文書・注文請書）、仕様書、納品書、請求書、振込控、

領収書等が確認できない場合） 

五 申請書に記載されていないものを購入した経費  

六 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

七 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費（原則振込払い） 

八 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分 

九 出展しなかった展示会等に係るすべての経費（キャンセル料、資材費、輸送費等）  

十 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任

している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等）との取引 

十一 間接経費（消費税、振込手数料、通信費等） 

十二 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費 

十三 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費 

十四 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

十五 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費 

十六 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで購

入額を減額・無償とすることにより、取引証明する証憑に記載の金額と 実質的に支払われた金額

が一致しない経費 

十七 公社が助成対象として適切でないと判断した経費 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の交付額（以下「助成金額」という。）は、以下のとおりとする。 

一 中堅企業に対する助成 

前条第１項により算出した経費に２分の１を乗じた額又は 5,000 万円のいずれか低い金額とする。た

だし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

二 中小企業・スタートアップに対する助成 

前条第１項により算出した経費に３分の２を乗じた額又は 5,000 万円のいずれか低い金額とする。た

だし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（助成金の交付申請）  

第７条 本助成金の交付を受けようとする者は、公社が別に定める期間中に、助成金交付申請書（第１号

様式）、助成事業実施計画書（第２号様式）及び別表第１に掲げる書類を公社に提出しなければならな

い。 

 

（交付申請の受付）  

第８条 公社は、公社が別に定める期間中、第３条で規定の助成対象事業者より交付申請を受け付けるも

のとする。 

２ 公社が受け付けた申請書類に不備がある場合、前項の規定により交付申請した助成対象事業者又は第

９条に規定する手続代行者に修正を求めた日の翌日から起算して 60 日以内に助成対象事業者が当該不

備の修正を行わないときは、その申請を撤回したものとみなす。 

 

（手続代行者） 

第９条 助成対象事業者は、前条の規定による交付申請に係る手続（第７条１項、第 14 条第 1 項、第 15
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条第１項、第 16条第 1項、第 17条第 1項、第 18条第１項、第 20条第２項、第 21条第 1項、第 22条

第 1項、第 29条第 1項、第 30条第１項第２号）の代行を、第三者に対して依頼することができる。 

２ 前項の規定により依頼を受け、当該申請に係る手続の代行を行う者（以下「手続代行者」という。）

は、実施要綱第４条第１項（３）～（５）の各号に該当しないものであることとする。 

３ 手続代行者は、本交付要綱及びその他公社が定める交付申請等に係るすべての要件を理解し、申請者

との連携を図り、事業者が円滑に推進できるよう努めなければならない。 

４ 公社は、手続代行者が行う手続について、必要に応じて調査を実施する。 

５ 公社は、前項に基づく調査により、この要綱の規定に従って手続を遂行していないと認められたとき

は、当該手続代行者に対し、本事業の代行の停止を求めることができるものとする。 

 

（助成金の交付決定）  

第１０条 公社は、交付申請を受けた場合は、当該交付申請の内容についての書類審査及び必要に応じて

行う現地調査等に基づき、本助成金の基金の範囲内で本助成金の交付又は不交付の決定を行う。 

２ 公社は、交付申請をした助成対象事業者に対し、第１項の決定において、本助成金を交付とする場合

にあっては助成金交付決定通知書（第３号様式）により、不交付とする場合にあっては助成金不交付決

定通知書（第４号様式）により、その旨を通知するものとする。 

 

（交付の条件）  

第１１条 公社は、前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的を達成する

ため、同条第２項の規定による交付決定の通知を受けた助成対象事業者（以下「助成事業者」という。）

に対し、交付の条件として、次に掲げる条件その他本助成金の適正な交付を行うため必要と認める条件

を付すものとする。 

二 助成対象経費に関しては重複して本助成金以外の助成金又は補助金を受給しないこと。 

三 前条第２項の助成金交付決定通知書の受領後、都が本事業の実施状況に関する情報を公表すること

について承諾すること。 

四 次条第１項に定める事業期間の最終年度まで継続して、都及び公社が行う本事業の効果の分析等に

必要な書類の提出及び現地調査等に応じること。 

五 この要綱並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって助成

事業により取得し、整備し又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を管理するとと

もに、その効率的な運用を図ること。 

六 公社が第15条第１項又は第24条第１項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、

これに従うこと。 

七 公社が第25条第１項の規定により本助成金の全部又は一部の返還を請求した場合は、公社が指定す

る期日までに返還するとともに、第26条第２項の規定に基づき違約加算金を併せて納付すること。こ

の場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第27条第２項の規定に基づき延滞金を納付

すること。 

八 前各号に掲げる事項のほか、助成事業の実施に当たりこの要綱又は実施要綱その他法令の規定を遵

守すること。 

 

（事業期間及び協力義務）  

第１２条 本事業の事業期間は、第 22 条第１項の規定による事業完了の届出を行った日の属する年度の

翌年度から起算して２箇年度目の末日までとする。 

２ 助成事業者は、前項の事業期間中、都及び公社が実施する本事業の効果分析等のためのデータ提供、

アンケート調査その他必要な事項に応じなければならない。 
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（契約等）  

第１３条 助成事業者は、助成事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約を行う場合は、入札、複数

者からの見積書の徴収又はその他の方法により、競争に付さなければならない。ただし、当該助成金の

運用上、競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合等、公社が認めた場合はこの限りでない。 

２ 助成事業者は、第 10 条第２項の助成金交付決定通知書を受領した日から速やかに助成事業の実施に

必要な契約を締結し、助成事業に着手しなければならない。 

 

（申請の撤回） 

第１４条 助成事業者は、第 10 条第１項の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議が

あり、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、同条第２項の助成金交付決定通知書を受領し

た日から 14日以内に助成金交付申請撤回届出書（第５号様式）を公社に提出しなければならない。 

２ 公社は、前項の助成金交付申請撤回届出書の提出があったときは、都に報告するものとする。 

３ 前２項の規定は、第 10 条第２項の助成金交付決定通知書を受領する前に交付申請を取り下げる場合

についても準用する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１５条 公社は、本助成金の交付の決定をした場合において、天災地変その他本助成金の交付の決定後

に生じた事情の変更により本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合においては、本助成

金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更す

ることができる。ただし、助成対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでは

ない。 

 

（助成事業の承継）  

第１６条 助成事業者の地位の承継（相続、法人の合併、分割等又は契約による共同申請者への所有権移

転に限る。）が行われた場合において、助成事業者の地位を承継した者（以下「承継者」という。）が

当該助成事業を継続して実施しようとするときは、承継者は、助成事業承継承認申請書（第６号様式）

を公社に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、承継者が当該助成事業を継続して実施することの承

認又は不承認を行い、助成事業承継（承認・不承認）通知書（第７号様式）により、承継者へ通知す

る。 

３ 公社は、前項の規定による承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（助成事業の計画変更に伴う申請）  

第１７条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ助成事業計画変更申請書

（第８号様式）を公社に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、

この限りではない。 

一 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

二 助成対象経費の内訳を変更しようとするとき。 

２ 公社は、前項の規定による申請を受け、その内容が妥当であると認める場合は、当該申請に係る変更

を承認するものとする。ただし、交付決定額の増額は承認しないものとする。 

３ 公社は、第２項の規定による承認をしたときは、その旨を当該助成事業者に助成事業計画変更承認通

知書（第９号様式）により通知するものとする。  

４ 公社は、第２項の規定による承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（事業者情報の変更に伴う届出） 
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第１８条 助成事業者は、個人にあっては氏名、住所等を、法人にあっては名称、代表者の氏名、主たる

事業所の所在地等を変更した場合は、速やかに事業者情報の変更届出書（第 10 号様式）を公社に提出

しなければならない。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１９条 助成事業者は、第 11 条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、

第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、公社の承認を事前に得た場合はこの限りではな

い。 

 

（事業遅延等の報告） 

第２０条 助成事業者は、第７条第１項の規定により提出した助成事業実施計画書又は第 17 条第１項の

規定により提出し、同条第２項の規定により承認を受けた助成事業計画変更申請書の内容のとおりに事業

を進捗させなければならない。 

２ 助成事業者は、やむを得ない理由により事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる

ときは、速やかに事業遅延等報告書（第 11 号様式）を公社に提出し、その指示を受けなければならない。 

３ 公社は、前項の事業遅延等報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該助成事業者に対し、

助言その他必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 

 

（助成事業の廃止） 

第２１条 助成事業者は、やむを得ない理由により助成事業を廃止しようとするときは、速やかに助成事

業廃止申請書（第 12号様式）を公社に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、妥当であると認めたときは、当

該申請に係る助成事業の廃止を承認するものとする。 

３ 公社は、第２項の規定による承認をしたときは、その旨を当該助成事業者に助成事業廃止承認通知書

（第 13号様式）により通知するものとする。 

４ 公社は、第２項の規定による承認に当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。 

 

（実績報告） 

第２２条 助成事業者は、助成事業に係る事業が完了した場合、速やかに実績報告書兼交付請求書（第 14

号様式）及び別表第２に掲げる書類を公社に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による報告は、助成事業に係る事業が完了した日から起算して 30 日を経過した日又は公

社の指定する期限のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、天災地変その他助成事業者

の責に帰することができない理由として公社が認める場合にあっては、公社が認める期間までに行うも

のとする。 

 

（助成金の額の確定及び助成金の交付） 

第２３条 公社は、前条第１項の規定による報告を受けた場合には、その内容についての書類審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、当該助成事業の内容が第 10 条第１項の規定による交付決定の内容

及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき本助成金の額を確定し、その旨を当該

助成事業者に対し、助成金額確定通知書（第 15号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の規定により確定する本助成金の額は、助成対象経費の実支出額に３分の２を乗じて得た額又は

第 10 条第２項の助成金交付決定通知書に記載した交付決定額（第 17 条第２項の規定により交付決定額

の変更が承認された場合にあっては、当該変更後の額）のいずれか低い額とする。この場合において、

本助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

３ 公社は、第１項の助成金額確定通知書により助成金の額を確定した後、助成事業者に本助成金を支払
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うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第２４条 公社は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第 10 条第１項の規定による本

助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

一 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。 

二 第 10 条第１項の規定による本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき。 

三 この要綱又は実施要綱の規定その他公社の定める事項を遵守しなかったとき。 

四 助成事業者（法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が

暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。 

五 第 10 条第１項の規定による交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例等に違反し

たとき。 

六 本事業に係る都又は公社の指示に従わないとき。 

２ 第１項の規定は、第 23条第１項に規定する本助成金の額の確定後においても適用するものとする。  

３ 公社は、第１項の規定による取消しをした場合は、速やかに当該助成事業者に対し、助成金交付決定

取消通知書（第 16号様式）により通知するものとする。 

４ 公社は、第１項の規定による取消しをした場合において、特に必要があると認めるときは、当該助成

事業者の氏名又は名称及び取消しに係る事由の内容を公表することができるものとする。 

 

（本助成金の返還） 

第２５条 公社は、助成事業者に対し、第 15 条第１項又は前条第１項の規定による取消しを行った場合

において、既に交付を行った本助成金があるときは、当該助成事業者に対し、助成金返還請求通知書

（第 17号様式）により期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

２ 助成事業者は、前項の規定により本助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指定する期日までに、

当該助成金を公社に返還しなければならない。 

３ 助成事業者は、前項の規定により助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第 18

号様式）を提出しなければならない。 

４ 前項の規定は、次条第１項の規定による違約加算金及び第 27 条第１項の規定による延滞金を請求し

た場合に準用する。 

 

（違約加算金） 

第２６条 公社は、第 24 条第１項の規定による取消しを行った場合において、助成事業者に対し前条第

１項の規定により返還請求を行ったときは、当該助成事業者に対し、本助成金の受領の日から納付の日

までの日数（公社の事務処理に係る期間として公社が認める日数を除く。）に応じ、返還すべき額につ

き年 10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を請求するものとする。 

２ 助成事業者は、前項の規定による違約加算金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければな

らない。 

 

（延滞金） 

第２７条 公社は、助成事業者に対し、第 25 条第１項の規定により本助成金の返還請求を行った場合で

あって、当該助成事業者が、公社が指定する期限までに当該返還金額（違約加算金がある場合には当該

違約加算金を含む。）を納付しなかったときは、当該助成事業者に対し、納付期限の翌日から納付の日

までの日数に応じ、未納付の額につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を請求するも

のとする。 

２ 助成事業者は、前項の規定による延滞金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければならな
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い。 

 

（他の助成金等の一時停止等） 

第２８条 公社は、助成事業者に対し、本助成金の返還を請求し、助成事業者が当該本助成金、違約加算

金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき助成

金その他給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該給付金と未納付額

を相殺するものとする。 

 

（財産の管理及び処分）  

第２９条 取得財産等の管理及び処分（本助成金の交付の目的以外に使用し、他の者に貸し付け若しくは

譲り渡し、他の物件と交換し、債務の担保の用に供し、又は廃棄することをいう。以下同じ。）に関し

て、次の事項を守らなければならない。  

一 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等による省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定

められた耐用年数の期間（以下「法定耐用年数の期間」という。）において、その効率的な運用を図

ること。  

二 助成事業者は、法定耐用年数の期間に、助成対象設備の譲渡等（第六号に規定する処分を除く。）

により取得財産等の所有者を変更しようとする場合は、あらかじめ公社の承認を受けなければならな

い。※なお、所有者を変更した場合においても、原則として減価償却分を除いた助成金を返還しなけ

ればならない。 

三 前号の承認を受けようとするときは、助成事業者及び当該変更後所有者は、速やかに所有者変更承

認申請書（第19号様式）を公社に提出しなければならない。 

四 公社は、前号の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、妥当であると認めたときは、

当該申請に係る所有者の変更を承認するものとする。 

五 公社は、前号の承認をしたときは、その旨を当該助成事業者に対し、所有者変更承認通知書（第20

号様式）により通知するものとする。 ※なお、承認を受けた場合においても、原則として減価償却

分を除いた助成金を返還しなければならない。 

六 法定耐用年数の期間内に、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件当たり 50 万円以

上のものの処分をしようとする場合は、取得財産等処分承認申請書（第 21 号様式）により公社の承

認を受けること。 

２ 公社は、前項第６号の承認をしようとする場合は、取得財産等の所有権を持つ助成事業者に対し、助

成金等交付財産の財産処分承認基準（平成 26 年４月１日付 26 都環公総地第６号）第３ ２に定める方

法により算出した額（以下「算出金」という。）を請求するものとする。 

３ 第２項の規定による算出金の請求を受けた助成事業者は、これを公社に返還しなければならない。 

４ 公社は、前項の規定により、助成事業者から算出金が納付され、第１項第６号の承認をしたときは速

やかに取得財産等処分承認通知書（第 22 号様式）により、その旨を当該助成事業者に対し通知するも

のとする。 

 

（助成事業の経理） 

第３０条 助成事業者は、助成事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備しなければ

ならない。 

２ 助成事業者は、前項の書類を第 23 条第１項に規定する実績報告を提出した日の属する公社の会計年

度終了の日から５年間保存しておかなければならない。 

 

（調査等） 

第３１条 公社は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、助成事業者に対し、
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助成事業に関し報告を求め、助成事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、又は

関係者に質問することができる。 

２ 助成事業者は、前項の規定による報告の徴収、事業所等への立入り、物件の調査又は関係者への質問

を受けたときは、これに応じなければならない。 

 

（指導・助言） 

第３２条 公社は、本事業の適切な執行のため、助成事業者に対し必要な指導及び助言を行うことができ

る。 

 

（成果の公表） 

第３３条 公社は、助成対象事業の分析及び検証を行い、都に報告するものとする。 

２ 助成事業者は、都が前項に規定する報告に基づき行う事業者名、事業所名、事業所における削減効果

その他本事業の実施に必要な事項の公表に協力し、かつ、都が当該公表を行うことを承諾しなければな

らない。  

 

（個人情報等の取扱い） 

第３４条 公社は、本事業の実施に関して知り得た助成事業者に係る個人情報及び企業活動上の情報（以

下「個人情報等」という。）については、本事業の目的を達成するために必要な範囲において、都に提

供することができる。 

２ 前項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た助成事業者に係る個

人情報等について、本人の承諾なしに、第三者に提供しないものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第３５条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、公社が別に定める。 

２ 本事業に係る都から公社への事務費補助期間の終了後は、本交付要綱において公社がおこなうことと

されている各手続等については、都が行うものとする。  

 

 

附 則（令和７年６月 17日付７都環公地温第 2275号） 

 この要綱は、令和７年６月 17日から施行し、令和７年６月 17日から適用する。  
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別表第１（第７条関係） 

１ 商業・法人登記簿謄本（写しでも可） 

２ 
建物登記簿謄本（写しでも可） 

※本社住所が都内でない場合又は特定の事業所に設備等を設置する場合のみ 

３ 
賃貸借契約書（写し） 

※本社住所が都内でない場合又は特定の事業所に設備等を設置する場合のみ 

４ 納税証明書（事業税及び住民税の直近１か年、写しでも可） 

５ 見積書（１件１００万円を超えるものは原則２社以上）又は、入札等の証憑（写し） 

６ ハンズオン支援の対象であることがわかる書類 

７ 企画書類等（ハンズオン支援にて作成された資料） 

８ 
配置図面 

※特定の事業所に設備等を設置する場合のみ 

９ 
仕様書 

※特定の事業所に設備等を設置する場合のみ 

１０ 助成事業経費内訳書・内訳明細表・見積比較表 

１１ その他公社が指示する書類 

 

 別表第２（第 22条関係） 

１ 契約書等（写し） 

２ 
助成事業実施の証憑 

（成果※１が確認できる資料、納品書・検収書、実施報告書等、納品物一覧表） 

３ 事業実施の詳細が確認できる資料（原稿データ、写真等） 

４ 最終見積書 

５ 請求書（契約等、写し） 

６ 支払の証憑（領収書等、写し） 

７ 
配置図面（変更がある場合のみ） 

※特定の事業所に設備等を設置する場合のみ 

８ 振込先口座が請求者の口座であることを確認できる資料（通帳の写し等） 

９ その他公社が指示する書類 

 ※１ 成果とは納品された設備や販促物、広告実績など助成事業の実施によって得られた結果を指す 


